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建設現場での単独作業で熱中症死亡災害 
福岡県建設労働組合福岡西支部 板谷 香織 

 

１、死亡災害の経過 
 被災者は室内装飾工として働いてきた 69 歳の熟練工です。戸建て住宅の新築工事現場で被災当
日は屋根裏に入り内装工事（クロス工事）の作業で被災当日は屋根裏に入り、内装工事（クロス
工事）の作業をおこなっていたものと思われます。 
遺族によると、事故発生日、いつまでたっても帰ってこないので、家族が施工現場に行って探し

たところ、夜 10 時 30 分頃、屋根裏で仰向けに倒れて心肺停止となっていた被災者を見つけ出し
ました。その時点ですでに死亡していました。 
死亡診断した医師によれば、死亡時刻は午後 4 時頃と推定され、直腸温度が 38 度となっており

診断書の直接死因は「熱中症疑い」と記載されました。当日の最高気温は 35.5 度で「「熱中症警戒
アラート」が発せられ、全国でも 1,000 人以上が救急搬送された日でした。 
 
２、当組合定期大会の労働対策分科会で討議 
 今年、8 月 31 日に当組合第 71 回定期大会が開催され、この日の分科会で上記の熱中症災害死
亡事故が報告され、参加者はたいへんな衝撃を受けました。これに関する発言が参加者から続き
ました。 
「一人で作業中に熱中症になって転落して足を骨折した職人がいる」「「仕事帰りで車の運転中に

ふらついて事故を起こしそうになった」などの身近な被災事例の話もありました。 
今のような超高温の環境では「水分補給」だけでは、熱中症災害は防止できず、作業を短時間で

区切って体を休めたり冷却するなどの充分な対策が必要だと強調されました。 
 
３、2025 年 6 月 1日に「熱中症対策の具体的措置」が義務付けに 
 今年 6 月から「労働安全衛生規則」が改正施行され、厚生労働省は、熱中症対策についての具
体的なガイドラインを示したリーフレットを公表しました。 
 リーフレットでは、熱中症災害は他の災害と比べて死亡に至る割合が 5～6倍となっていて、そ
のほとんどが「「初期症状の放置・対応の遅れ」と分析しています。そこで、「「死に至らせない（重
篤化させない）ための適切な措置が必要」として次のページのようなフローが示されています。 
 先ず、熱中症の「他覚症状」や「自覚症状」の事例を示し、その恐れのある者を早く見つけ出し、
担当者をつけて症状の確認をして付き添わせて（＝一人にしない）対応をしていくことが、重症
化を防ぐための初期対応として特に重要なポイントとされています。自宅に帰って就寝中に死亡
したり、帰宅途中で亡くなる事例も報告されていて、できる限り医療機関につなぐ対応が求めら
れます。 
 
４、単独作業は想定されず 
 しかし、これらの措置の始まりは「熱中症の恐れのある者を発見」から始まっており、単独で作
業することが多い一人親方などには当てはまりません。当組合内の 2024 年の熱中症災害「（休業 4
日以上）は 8件で、いずれも労働災害として認定を受けましたが今後、増加することは確実です。 
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５、請負か雇用かが不明で、その課題と解決に向けて 
この死亡災害の事例では、「一棟請負」（新築戸建て住宅 1 棟全体の内装工事請負契約）だと上
位事業者は話をしていますが、建設業法で規定される見積書や請負契約書はなく口頭での依頼と
なっており、請負なのか雇用なのかの事実を確認する客観的な証拠はありませんでした。 
上位事業者の話のとおり「一棟請負」であれば、その施工内容や施工範囲を指示した文書程度
はあると思われるため、遺族は上位事業者に対して「作業依頼の経過」の詳細を明らかにするこ
とと合わせて、「 安全配慮義務を徹底するようにしてもらいたい』ということと「 二度とこのよう
な事故をおこさないようにしてほしい』と求めています。 
建設業の場合、雇用契約なのか請負契約なのか不明というケースは非常に多く、日当単価で働
いていても「一人親
方」扱いされる事例が
あって適切な労災補
償が受けられないこ
とがあることも大き
な問題です。国土交通
省もそうした事例が
あることを把握し、書
面による請負契約や
労働条件通知書など
による雇用契約を交
わして明示すること
を求めています。 
福岡県建設労働組
合でも、組合員に対し
てこうした文書によ
る取り交わしが大切
であることをさらに
周知していきます。ま
た、そもそも熱中症対
策の措置は、労働者に
限定されず「作業に従
事する者への周知」と
されていることから、
特に「「一人親方」に就
労させる場合は、災害
発生防止のための指
導を強めるように事
業者の皆さんに告知
をしていきます。 
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エフコープ生協の熱中症対策について 
                                  エフコープ生協労働組合 
                                        長田 洋一 
 
現在、エフコープ生活協同組合では、主に共同購入事業に携わるスタッフを対象に、以下のような熱中

症対策に取り組んでいます。 
① 飲料の支給 
 1 日あたり 600ml のペットボトル飲料を 4 本支給（主に麦茶、スポーツドリンク、ミネラルウォータ
ー）。 

② 塩分チャージタブレットの支給 
③ 制服の変更等 
 ・冷感アンダーシャツの貸与 
 ・冷感スパッツ（半ズボン着用時）の貸与 
 ・ポロシャツから Tシャツへの変更 
④ 空調ベストの斡旋 
⑤夏季休暇 
労働組合は、2021年以降、毎年秋闘の時期に熱中症対策を求める要求書を理事会に提出し、団体交渉

を行っています。それ以前は、暑さ対策として、主に中央安全衛生委員会の場で理事会と協議を重ねてき
ました。また、2015年には「熱中症対策」ではなく「暑さ対策」として要求を行い、団体交渉を実施し
ました。 
これまでの団体交渉により実現した主な取り組みとしては、上記③と④が挙げられます。なお、④の空

調ベストについては、当初は貸与を求めましたが、現在は斡旋にとどまっています。他県の生協では貸与
が進んでおり、今後の課題として残されています。 
エフコープが組織として「熱中症対策」に取り組み始めたのは、2008 年ごろからです。初めて飲料が
支給された当初は、夏場に 2 リットルのペットボトル飲料 1 本のみの支給でした。その後、配布期間の
延長とともに、支給本数も増加していきました。そして 2025年からは、1日あたり 600mlのペットボト
ル飲料を 4本支給する体制となっています。なお、事業所によっては、事業所経費でアイスなどを支給し
ているところもあります。 
また、2024年度より、無店舗事業（配達）において夏季休暇が実現しました。2024年は 8月 12日～

16日の 5日間、2025年は 8月 9日～17日の 9日間が一斉休業となります。この夏季休暇こそが、最大
の熱中症対策と言えるかもしれません。労働組合が長年にわたって求めてきたことが、ついに実現した形
です。 
熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、今年 6 月 1 日から施行されました。
この改正により、以下の措置が事業者に義務付けられます。 

1 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、 
 ①「熱中症の自覚症状がある作業者」 ②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」 
がその旨を報告するための体制（連絡先や担当者）を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対
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して周知すること 
2 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、 
 ①作業からの離脱  ②身体の冷却  ③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること 
 ④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等 
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあ
らかじめ定め、関係作業者に対して周知すること 
エフコープにおいても、労働安全衛生規則に則った適切な措置が講じられているかどうか、労働組合
として監視を強化することが求められています。 
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透析装置における薬剤混合による  
塩素ガス発生事故についての改善  

 
(公財 )健和会大手町病院  

設備課 山口陽子  
 
【背景】 

2025 年 3 月、当院透析機械室において薬剤補充時の誤混合により、酢酸と次亜塩

素酸ナトリウムが反応し、有毒な塩素ガスが発生する事故が発生した。消防への通

報と患者・職員の緊急避難を余儀なくされ、診療や手術を一部中止するなど業務に

も大きな支障をきたした。幸い、重篤な健康被害はなかったものの、事故の影響は

甚大であった。 

翌週には産業医と職場部門長、法人・事業所それぞれ衛生管理者を含めた労働安

全衛生委員で緊急職場巡視を実施したところ、現場はヒューマンエラーが起こりや

すい状況だったことや、組織的な安全管理体制の不備が明らかとなった。 

本委員会では、事故を契機に以下の 3 点を目的として再発防止策に取り組んだ。 

 

【目的】 

◆ 当該スタッフの心身のケア 

◆ 事故の再発防止と発生時の対応体制の整備 

◆ 全部署における薬品管理の実態把握 

 

【結果】 

当該スタッフは事故翌日には休養を取り、翌々日より出勤を再開した。数日後に

は透析業務にも復帰し、こころの健康相談を受診したうえで、現在は通常通りの業

務を継続できている。心身のケアを図ることで、安心して職務に戻れる環境づくり

を支援した。 

再発防止の具体的な対策として、薬剤識別のためのタンク色分け表示、二人作業

の徹底や補充時間帯変更などの補充マニュアルの改訂、職員教育と安全データシー

トの設置、緊急時対応マニュアルの作成、保護具の常備などを実施した。また、化

学物質管理者を本委員に選任し、月例の職場巡視を通じて継続的な安全管理を図っ

ている。 

 

【考察】 

今回の事故は、透析部門に限らず他部署でも起こり得る事象であり、現状ではヒ

ューマンエラーは完全には防げない。全部署でのＧＨＳマーク付き薬品の取扱いに

関する情報管理と職場巡視の強化が喫緊の課題である。労働安全衛生委員会の果た

すべき役割の重要性を改めて認識し、今後も全院的な安全文化の醸成に努めていく。 
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表題 ： 当院の透視検査における被ばく管理について 

所属団体 ： 社会医療法人 親仁会 米の山病院 

氏名 ： 穴見 圭佑 （職種：診療放射線技師） 

 

1. 背背景景 

 日本における放射線検査は諸外国と比較しても被ばく線量は多いといわれている。 

放射線における検査も年々増えてきており、特に検査に携わる医師・看護師の被ばくに

ついても注目されている。２０２０年４月より医療法施行規則の改正が行われ、より放

射線検査における被ばく線量の管理が求められるようになった。今回は 2025年７月に透

視機器の更新を行ったこともあり、当院の放射線被ばく対策の方法を見直した。 

 

2. 目目的的 

 今回は特に検査に携わる医師、看護師の被ばく対策の現状についてまとめた。 

 

3. 方方法法 

 当院の機器更新前後の放射線被ばく対策の変化、外部被ばく線量・個人被ばく線量の

測定結果を用いて確認した。 

 

4. 結結果果・考考察察 

 以前と比べて透視検査に携わる医師・看護師における被ばく対策をより進めることが

できた。個人被ばく線量の結果は機器更新して間もないが、より被ばく低減が行えてい

ると考える。 

 

5. 結結語語（（結結論論）） 

 今後も放射線被ばくの対策・管理を進め、検査に携わる医師・看護師に対しても安心

安全な放射線検査の実施に務めたい。 
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